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行政常任委員会 

 

令 和 ５ 年 ６ 月 １ ５ 日 （ 木 ）               

午 前 １ ０ 時 ２ ８ 分 開  会               

 

○南委員長   それでは、ただいまより行政常任委員会を開催いたします。  

 当委員会に付託は２議案されております。議案第３４号の尾鷲市一般会計の補正

と３６号尾鷲市市道路線の変更についての２件でございますので、よろしくお願い

いたします。  

 まず、初めに、市長から御挨拶をいただきたいと思います。  

○加藤市長   おはようございます。  

 委員の皆様には本会議に引き続き行政常任委員会を開催していただきまして、誠

にありがとうございます。  

 本委員会に付託されております議案につきましては、議案第３４号、令和５年度

尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決について、並びに、議案第３６号、尾鷲

市道路線の変更についての２議案でございます。  

 それぞれ担当課より提出議案について説明いたさせますので、よろしく御審査賜

り、御承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 それでは、早速ですが、財政課より付託議案の説明を求めたいと思いますけれど

も、できたら今日１日で委員会は気合を入れて終わりたいと思いますので、御協力

をよろしくお願いいたします。  

 それでは、財政課長、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決につ

いてをお願いいたします。  

○岩本財政課長   それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算

（第３号）の議決についてのうち、財政課に係る予算について御説明申し上げます。  

 まず、補正予算書の１ページを御覧ください。  

 今回の補正につきましては、第１条第１項にありますとおり、既定の歳入歳出予

算の総額にそれぞれ１億６ ,５０９万７ ,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ１０３億９ ,７０１万１ ,０００円とするものでございます。  

 続きまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。  

 歳入でございます。  
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 このうち、１８款繰入金、１項基金繰入金、１目財政調整基金繰入金１ ,４５２

万円の増額は、今回の補正財源として繰り入れるものでございます。  

 ここで委員会資料の１ページを御覧ください。  

 今回の補正を踏まえた基金残高でございます。  

 財政調整基金につきましては、１ ,４５２万円を取り崩すことにより、補正後の

残高は１７億５ ,１９７万６ ,０００円。基金合計につきましては、２６億２ ,３１

１万８ ,０００円となる見込みでございます。  

 予算書の１０ページ、１１ページにお戻りください。  

 次に、２１款市債、１項市債、４目土木債９００万円の増額は、中村山公園トイ

レ整備工事に対する都市公園整備事業債の追加でございます。  

 続きまして、予算書の６ページをお願いします。  

 第２表、地方債補正でございます。  

 変更１件につきましては、都市計画事業の起債限度額を４ ,１３０万円から９０

０万円増の５ ,０３０万円に変更するものでございます。  

 財政課に係る予算の説明は以上でございます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 議案第３４号の財政課所管の部分の説明は以上でございます。  

 御質疑のある方は御発言をお願いいたします。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、財政課の審査を終わります。  

 報告が１件ありますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、報告事項をお願いいたします。  

○岩本財政課長   それでは、報告案件について御説明させていただきます。  

 委員会資料の２ページを御覧ください。  

 これは賀田町付近の地図でございます。この中で、現在、三重県の事業として、

位置図にあります国道３１１号に係る古川橋の耐震化を進めようとしておりますけ

れども、その中に一部用地買収の必要があるということで、県のほうでその該当箇

所の公図の整理を行ってきた経緯がございます。  

 ただ、この該当箇所につきましては、一つの区画の中に複数の地番が振られてい

るような、いわゆる筆界未定地が多数ありまして、県のほうではこれを整理するた

めに法務局とも協議を行った中で、関係者全員で立会いを実施して、全員の同意を

得るという集団和解方式によって公図の整理を行ってきたところでございます。  
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 続けて、資料の３ページを御覧ください。  

 これが、整理後の用地測量図になります。この中で赤線で地番を囲んでいる部分

があるんですけれども、地番８４０、８４０－１、８４１－１、８４１－３、この

四つの地番があるんですけれども、結果的にこれがこういった地図の形で割り振ら

れまして、この四つの地番については尾鷲市の所有地であると、結果的にこういう

形で整理がなされました。  

 ただ、現況といたしましては、この四つの地番の中で赤く色塗りをしている部分

につきましては、長年、賀田区さんが使用しておりまして、その中で個人への貸付

けも行って実際に住宅等も建っているという状況で、こういう状況が約５０年間に

わたって続いております。こういった状況を踏まえまして、これをどう処理すべき

かということで、県のほうの意見もお聞きしながら賀田区さんのほうと協議を行っ

てきたわけでございますが、その結果、これについては、民法１６２条に規定され

ております時効取得の要件を満たしているということで、賀田区さんのほうから尾

鷲市に対して時効取得の申請をしていただいて、それに基づいて処理をするのが適

切であろうという結論に至ったところでございます。  

 左下の表を御覧いただきますと、先ほどの四つの地番の合計が３ ,２３４ .７２平

方メートルで、そのうち時効取得の対象面積が１ ,７５９ .２５平方メートルでござ

います。そういったことで、今後、賀田区さんのほうから時効取得の申請をしてい

ただいて、それに基づいて手続を進めさせていただきたいというふうに考えており

ますので、よろしく御理解をいただければと思っております。  

 報告については以上でございます。  

○南委員長   以上でございます。  

 これについて、何か御意見なり御質疑のある方。  

○小川委員   これまで賀田区さんが自分の土地やと思っておったような感じでと

今お聞きしたんですけれども、固定資産税の場合はどうなっていたんですか、これ

まで。  

○岩本財政課長   固定資産税については、賀田区さんがもともと８４０－１７と

いう土地があるんですけれども、これが恐らくですけれども、今、使用している土

地がその地番であろうというふうに認識をされていたのではないかと思います。そ

の中で、固定資産税についても８４０－１７の部分については納付をいただいてい

たということでございます。  

○小川委員   ちゃんとされましたけれども、今後は賀田区さんからまたこの部分
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について固定資産税が入ってくると理解すればよろしいんですか。  

○岩本財政課長   面積が時効取得をされた分だけ増加するということになります

ので、固定資産税もそれに応じて納付をいただくということになります。  

○南委員長   他にございませんか。  

○中村委員   これって、私が何回も言っている地籍調査の問題やと思うんですけ

れども、尾鷲市が地籍調査をちゃんとしてけえへんかった結果、こういうことが起

こるので、今後、地籍調査を本当にちゃんとやっていっていただきたいなと思いま

す。  

 以上です。  

○南委員長   これは財政課も関係あるので、もし答えられる範囲でお願いをいた

します。  

○岩本財政課長   今回のようなケースというのはほかにもあるというふうには認

識しておりますので、地籍調査を担当する建設課なり、普通財産の中でもしそうい

ったことがあれば財政課ということになりますので、その辺は計画的にやっていけ

るように今後やっていきたいと思います。  

○南委員長   今の、市長、中村委員さんから地籍調査のお話が出ましたけど、尾

鷲市もここ最近もう力を入れて、やっと地籍調査へ予算をつけていただいておると

いう感じですけれども、まだまだ他市と比較しても低いと思うんですね、地籍調査

の率が。ぜひともこれから大きな災害等も考えられる中で、やはり地籍調査という

のは重要性というのはこれからもまだまだ大事にしていかないかんと思うもんで、

ぜひともその辺についても予算配分を強く入れていただきますよう、よろしくお願

いいたしたいと思います。  

 特に意見があれば。  

○加藤市長   これについては県ともいろいろとお願いしながら、こちらもいろい

ろと要請しながらやっておりますので、きちんと今までずっとこれからの先のこと

についても、今現在、計画を進めているところは順調に進んでおりますので、その

辺のところは十分県といろいろと相談しながら、おっしゃるような形では持ってい

きたいと思うんですが、何分にもやっぱり今のこれだけのあれでございますので、

取りあえず今のところ計画どおり進めていきたいと考えております。  

○南委員長   ぜひともよろしくお願いします。  

 それでは、財政課の審査を終了いたします。ありがとうございました。  

 次に、政策調整課ですね。  
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 早速ですが、政策調整課の議案第３４号の所管の説明をお願いいたします。  

○三鬼政策調整課長   政策調整課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）について、政策調整課

分を説明いたします。  

 予算説明書１０ページ、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

 歳入、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務費

補助金のうち５４万１ ,０００円は、地方創生推進交付金の増額でございます。  

 ここで、資料１を用いまして説明をいたします。通知いたします。  

 今回の地方創生推進交付金５４万１ ,０００円の増額は、当初予算にて計上して

おります、商工観光課の観光ＤＸでかがやく、観光地域づくり事業（東紀州５市町

連携事業）と政策調整課の持続可能な地域を育む人材育成事業、同じく、東紀州５

市町連携事業でございますが、それのうち、都市部への移住促進ＰＲ事業が国の令

和５年度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ）の採択を受けた

ことによる増額でございます。  

 予算説明書にお戻りいただいて、１２ページ、１３ページを御覧ください。通知

いたします。  

 変わりまして、歳出、２款総務費、１項総務管理費、５目企画費の財源内訳を御

覧ください。  

 そこに、先ほど御説明いたしました、政策調整課分のデジタル田園都市国家構想

交付金の採択額４万１ ,０００円を歳入として計上いたしましたので、財源更正が

生じましたので、これの歳出の報告でございます。  

 政策調整課の説明は以上でございます。  

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願いいたします。  

○南委員長   説明は以上です。  

 特に御質疑のある方、ございますか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、政策調整課の審査を終了いたします。

ありがとうございました。  

 次に防災危機管理課、お願いいたします。  

 それでは、早速ですが、防災危機管理課、議案第３４号の付託案件の防災課の説

明をお願いいたします。  

○大和防災危機管理課長   防災危機管理課でございます。よろしくお願いいたし



－６－ 

ます。  

 議案３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決についてのう

ち、防災危機管理課に関する事項につきまして、補正予算書及び予算説明書で御説

明いたします。  

 このたびの補正は、宝くじの社会貢献広報事業に採択されたことによるものでご

ざいます。  

 それでは、通知いたします。  

 説明書、１０、１１ページを御覧ください。よろしいでしょうか。  

○南委員長   お願いします。  

○大和防災危機管理課長   まず、歳入の補正でございます。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入、２節総務費雑入のうち、地域防災組織育成

助成事業助成金１５０万円につきましては、認可地縁団体賀田区に係る令和５年度

コミュニティ助成事業が採択されたことによるものでございます。  

 次に、歳出の補正でございます。  

 説明書を１枚おめくりいただきまして、１２、１３ページを御覧ください。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１２目防災費、１８節負担金、補助及び交付金の

うち、自主防災組織整備事業１５０万円につきましては、先ほどの歳入でも御説明

いたしました、認可地縁団体賀田区に係る令和５年度コミュニティ助成事業でござ

います。  

 資料を用いまして御説明させていただきますので、委員会資料の１ページを御覧

ください。よろしいでしょうか。  

 助成事業の内容といたしましては、まかないくん８５型を炊き出し用の資機材と

して配備いたしまして、一度に最大１２０リットルの湯を沸かすことができる釜の

基本セット本体と、燃焼方法が灯油用とガス用のキットを各２セット購入し、配備

するものでございます。  

 以上で、防災危機管理課の説明を終わります。  

○南委員長   説明は以上です。  

 御意見のある方、ございませんか。  

 １点だけよろしいですか、僕のほうから。  

 今回、宝くじの助成ということで、地縁団体の賀田区が採択されたんですけれど

も、市内として今回のこの賀田区の採択に当たって、何か所ぐらいからこういった

応募があったんですか。なかったか、それだけ。  
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○大和防災危機管理課長   この大型の釜を各地区孤立地域に配備したいというふ

うに考えておりまして、地域の方からも要望がありまして、これまで配備してきま

した。今回の賀田区に配備するもので、配備のほうが全体的に完了する見込みでご

ざいます。  

 各地区に一つずつ配備できるような形が整いますので、また、今後、別の地域の

方からの御意見をお伺いしながら宝くじ助成のほうの活用を図っていきたい、この

ように考えております。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 よろしいですね。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ありがとうございます。  

 終了いたします。  

 それでは、市民サービス課、議案第３４号の所管の説明をお願いいたします。  

○湯浅市民サービス課長   おはようございます。  

 市民サービス課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

についてのうち、市民サービス課に係るものにつきまして御説明申し上げます。  

 令和５年度尾鷲市一般会計補正予算書（第３号）及び予算説明書の１０ページ、

１１ページを御覧ください。  

○南委員長   お願いします。  

○湯浅市民サービス課長   歳入でございます。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入は、補正額１ ,６３０万円を追加し、２億３ ,

５６２万３ ,０００円とするものでございます。  

 市民サービス課に係るものといたしましては、２節総務費雑入の一般コミュニテ

ィ助成事業助成金４６０万円の追加でございます。  

 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく自治

意識を盛り上げることを目指す目的で、一般財団法人、自治総合センターからコミ

ュニティ活動に直接必要な設備等の整備に関する事業に対し助成されるものでござ

います。  

 続きまして、歳出でございます。  

 次ページを御覧ください。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１３目コミュニティセンター費は、補正額４６０
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万円を追加し、３ ,２９３万７ ,０００円とするものでございます。  

 全額、一般コミュニティ助成事業に対する補助金４６０万円の追加であり、特定

財源のその他４６０万円は、先ほど歳入で申し上げました一般コミュニティ助成事

業助成金でございます。  

 補助対象となる事業につきましては、一般財団法人、自治総合センターの助成事

業として採択されました九鬼町内会、三木里地区会のコミュニティ活動の備品の整

備で、ごみ集積箱の設置のほか、地区内の行事やイベント等の充実を図るために必

要となる備品の整備が主なものとなっております。  

 各事業の内容につきましては委員会資料に記載しておりますので、後ほど御覧く

ださい。よろしくお願いします。  

 続きまして、２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費は、

補正額２７万５ ,０００円を追加し、６ ,６７５万３ ,０００円とするものでござい

ます。  

 戸籍情報連携システム構築に係る戸籍附票アプリケーション導入準備に必要な住

基ネットＣＳサーバーメモリの増設費用でございます。  

 議案第３４号についての説明は、以上でございます。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 できたら、資料のほうの説明もお願いいたします。  

 入ってきました。  

○湯浅市民サービス課長   一般コミュニティ助成事業について、それでは、説明

させていただきます。  

 まず、目的といたしましては、宝くじの社会貢献広報事業として、コミュニティ

活動に必要な備品などの整備をしていくことと、地域コミュニティの充実強化を図

ることにより地域社会の健全な発展と、住民の福祉に向上することを寄与すること

を目的としております。  

 令和５年度分においては、先ほど説明させていただいた、九鬼町内会と三木里地

区会の２地区が事業として採択され、それぞれ地区における行事及びイベントの充

実を図るため、活動備品を整備するものでございます。  

 事業の概要としましては、助成申請事業の対象地区は九鬼・三木里地区会の２地

区でございます。  

 実施内容といたしましては、九鬼については、ごみ集積ボックスの整備１０か所、

それから大型テレビ、これは災害用の大型テレビということで、それを１台設置さ
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せていただきます。  

 三木里地区会につきましては、会議のテーブルとか椅子、それから、集会所の備

品の整備をするということで申請をいただいて、採択されております。  

 事業費のほうですけれども、九鬼の町内会が集積ボックスとテレビで２１０万円、

三木里地区につきましては、会議テーブル、椅子等、それぞれの備品で合計２５０

万円となっております。  

 財源といたしましては、一般コミュニティ助成の事業助成金で合計４６０万円で、

これは１００％、自治総合センターが支援するものでございます。  

 以上です。  

○南委員長   ありがとうございます。  

 説明は以上でございます。  

 御質疑のある方、御発言願います。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、市民サービス課の審査を終了いたします。あり

がとうございました。  

 それでは、福祉保健課の議案３４号の説明をお願いいたします。  

○山口福祉保健課長   それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正

予算（第３号）の議決についてのうち、福祉保健課に関する予算について予算書に

基づき御説明いたします。  

 まず、歳入から御説明いたします。  

 予算書の１０、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

○南委員長   お願いします。  

○山口福祉保健課長   １４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助

金１億２ ,４５１万９ ,０００円の増額は、１節総務費補助金１億２ ,４５１万９ ,０

００円の増額で、そのうち新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億

２ ,３９７万８ ,０００円の増額は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増

を踏まえ、特に家計への影響の大きい住民税非課税世帯に対して支給する給付金事

業に係る国庫補助金になります。  

 ２目民生費国庫補助金１４９万６ ,０００円の増額は、３節生活保護費補助金１

４９万６ ,０００円の増額で、生活保護業務効率化事業補助金１４９万６ ,０００円

の増額は、生活保護制度改正に伴う生活保護システム改修に係る国庫補助金でござ

います。  
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 次に、歳出でございます。  

 次ページの１２、１３ページを御覧ください。  

 ３款民生費、１項社会福祉費、９目生活困窮者自立支援事業費１億２ ,５４９万

９ ,０００円の増額は、細目物価高騰対策生活支援給付金給付事業１億２ ,５４９万

９ ,０００円の増額で、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、

特に家計への影響の大きい住民税非課税世帯に対して支給する給付金事業に係る事

業費でございます。  

 詳細につきましては、資料に基づき担当係長から御説明させていただきます。通

知いたします。  

○林福祉保健課係長   それでは、資料、物価高騰対策生活支援給付金について御

説明いたします。  

 （１）、事業目的につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金のうち、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を財源とし

て、価格高騰による負担増の影響が特に大きい住民税非課税世帯などに給付金を支

給するものでございます。  

 （２）、対象者の方につきましては、次の二つの基準の方が対象となります。  

 まず、①の方、令和５年６月１日現在において尾鷲市に住民登録がある、令和５

年度分の住民税非課税世帯の方が対象でございます。こちらは原則申請は必要なく、

給付金を支給いたします。しかしながら、口座情報が不明な方などについては御申

請いただく場合がございます。  

 次に、②の方、物価高騰などの影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の

収入となった家計急変世帯の方が対象となります。こちらは申請が必要となります。  

 （３）、給付額につきましては、１世帯につき一律３万円でございます。  

 （４）、支給日につきましては、申請が必要ない①の非課税世帯の方につきまし

ては、７月下旬を目途に支給いたします。非課税世帯であるが口座情報が不明など

の理由で申請が必要な方と②の家計急変世帯の方につきましては、申請を受理し、

審査後に順次支給してまいります。  

 （５）、対象見込み世帯につきましては、４ ,０００世帯を想定しています。  

 （６）、事業費につきましては、１億２ ,５４９万９ ,０００円で、内訳は給付金

支給に伴うシステム改修費など御覧のとおりでございます。  

 なお、財源につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

１億２ ,３９７万８ ,０００円と、一般財源が１５２万１ ,０００円となります。  



－１１－ 

 説明は以上となります。  

○山口福祉保健課長   それでは、予算書の１４、１５ページを御覧ください。通

知いたします。  

○南委員長   お願いします。  

○山口福祉保健課長   次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費３２２万１ ,０

００円の増額は、細目生活保護一般事務費３２２万１ ,０００円の増額で、８節旅

費９万円の増額は、人事異動により生活保護業務における任用資格である社会福祉

主事の資格を取得する必要が生じたため、資格取得に必須の研修参加旅費９万円を

増額するものでございます。  

 次に、１１節役務費６万９ ,０００円の増額のうち通信運搬費は、医療扶助に係

るオンライン資格確認システムの利用に伴う通信運搬費４万８ ,０００円、同じく、

システム利用に伴う通信回線敷設手数料２万１ ,０００円でございます。  

 １２節委託料２９９万２ ,０００円の増額は、生活保護制度改正に伴う生活保護

システム改修委託料２９９万２ ,０００円で、１８節負担金、補助及び交付金７万

円の増額は、先ほど旅費の説明と同様、社会福祉主事の資格取得のための研修に参

加するための社会福祉主事資格認定受講負担金７万円でございます。  

 以上が、福祉保健課の令和５年度尾鷲市一般会計補正予算の説明でございます。  

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○南委員長   説明は以上です。  

○濵中委員   資料のほうの家計急変世帯についてお尋ねします。  

 申請の要る部分なんですけれども、自分自身がこの対象であるということを、ど

ういうふうに知っていただくのかなということを御説明ください。  

○山口福祉保健課長   家計急変につきましては、周知が必要だということで、７

月号のまず広報おわせのほうに載せさせていただくことと、あと、ホームページ等

で周知を図っていきたいと考えております。  

○濵中委員   例えば、社協さんなんかで生活困窮の相談に乗っていただいておっ

たりとか、そういった別の組織でやってくれておるところありますよね。そういう

ところとの連携はどういった形になりますか。  

○山口福祉保健課長   当然、社協さんにはそういった方の御相談というのはかな

り多いので、社協さんのほうにもこの旨の周知していただくようにお話をしていき

たいと思っております。  

○南委員長   よろしいですか。  
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 他にございませんか。  

 ないようですので……。副委員長、ごめんなさい。  

○中里副委員長   すみません、今、濵中委員のちょっとお話についてなんですけ

れども、７月の広報のみに載せられるということなんですか、広報だったら。  

○山口福祉保健課長   今のところ７月号の広報で周知を図るというふうに考えて

おりますけれども、それ以降、お知らせ欄であったりいろんな掲載部分があります

ので、そういったところでも周知を図っていきたいと思っております。  

○南委員長   よろしいですか。  

○小川委員   先ほどの濵中委員さんのにちょっと関連するんですけど、これ、生

活困窮じゃなしに、急変のところ、これ、対象となる月は一月でもいいんですか、

それ、ずーっととかそんなあるんですか。  

○山口福祉保健課長   こちら資料に書かせていただいているように、令和５年の

１月から令和５年の１０月までの間で任意の一月が抜いていただいて、それが掛け

る１２か月を掛けていただいた方で、それが住民税非課税相当の収入と同等となる

ような方は対象となります。  

○小川委員   １か月ぐらいでも、それで１２掛けて判断するということでよろし

いんですか。  

○山口福祉保健課長   これまでの同じような給付金もそのような取扱いになって

おりまして、今回も任意の一月を抜いてということになっております。  

○西川委員   さっきから中里さんの広報って言っておったんですけど、それ、受

給される方はもう市役所では把握しておるわけですよね。その一つに、例えばホー

ムページであってもパソコンがない人もおったりしますよね。広報も見逃したら、

適合者でもその給付金が頂けないというのがありますよね。だったらそこだけはが

きか何かでお知らせみたいな、もしそういう該当者が分かっておるんだったら、そ

のほうがもっと市民に優しいんじゃないかなと思うんですけど。  

○山口福祉保健課長   委員言われるように、１番の対象者の方については、税の

情報として令和５年度分の非課税の方にはもう通知をこちらから送らせていただき

ます。ただし、２番の方、令和５年１月から１０月までの間の収入というのは、こ

ちらでちょっと把握できていない状態なので、申請が必要ということですので、広

報を徹底してやっていきたいと思っております。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  
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（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、福祉課の審査を終了いたします。ありがとうご

ざいました。  

 引き続き、環境課、お願いします。  

 すみません、ここで１０分間休憩します。ごめんなさい。  

（休憩  午前１１時０４分）  

 

（再開  午前１１時１３分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 環境課付託議案の説明をお願いいたします。  

○民部環境課長   環境課です。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

についてのうち、環境課に関する予算内容について御説明いたします。  

○南委員長   お願いします。  

○民部環境課長   補正予算書の１０、１１ページを御覧ください。  

 まず、歳入について説明させていただきます。  

 第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第３目衛生費国庫補助金、補正前の額

１ ,８７６万２ ,０００円、補正額１５０万円の減額、補正後の金額１ ,７２６万２ ,

０００円であります。これは、第２節清掃費補助金、循環型社会形成推進交付金を

減額補正するものでございます。  

 これにつきまして、資料に沿って説明させていただきます。  

 行政常任委員会資料の資料１を御覧ください。  

 尾鷲市ストックヤード整備計画策定業務委託につきましては、令和４年１２月定

例会においてストックヤードの必要性等を説明させていただき、債務負担行為の限

度額を補正計上させていただきました。予定していました循環型社会形成推進交付

金を受けることができなくなったことを踏まえ、経緯を説明させていただきます。  

 上の表でありますが、尾鷲市ストックヤード整備基本計画策定業務委託に係る循

環型社会形成推進交付金についての時系列であります。  

 最上段ですが、令和３年度から令和７年度までの５年間で、広域ごみ処理施設整

備等に係る循環型社会形成推進交付金を活用するために策定しました、東紀州地域

循環型社会形成推進地域計画の期間であります。  

 ２段目でありますが、令和４年４月にプラスチックの分別化と再商品化をうたっ
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たプラスチック新法、正式名がプラスチック資源循環促進法が施行されました。こ

れはプラスチックの分別化、分別したものの再商品化を規定したものであります。  

 これと同時に、循環型社会形成推進交付金の要綱にプラスチック新法への対応が

追加され、このプラスチック新法施行後に行う事業につきましては、プラスチック

新法の取組を記した地域計画の変更が必要となりました。  

 ３段目でありますが、先ほど説明させていただいたとおり、令和４年１２月定例

会におきまして、尾鷲市ストックヤード整備基本計画策定業務委託に係る債務負担

行為の限度額を計上させていただいたところであります。  

 その下の令和５年１月に、交付金活用に向けて三重県さんに指導いただき、東紀

州環境施設組合と構成５市町の連名におきまして、地域計画の変更申請を行いまし

た。  

 その下段でありますが、地域計画の変更申請についての国のヒアリングを県が受

けた際、当該交付金につきましては、プラスチック新法の施行に伴い、対象区域外

である過疎地域の指定を受けていない御浜町さん、紀宝町さんの２町において、プ

ラスチック新法に対応した変更計画書の提出が必要との指摘を受けました。このこ

とにより、県と御浜町さん、紀北町さん、紀宝町さんが、プラスチック新法への対

応について協議を行いました。  

 その協議内容ですが、回収したプラスチックの再商品化に向けた計画を策定し、

国の認定を受けること、また、これは一例なんですが、回収したプラスチックを効

率よく運搬するための圧縮機の整備、加えまして、圧縮したプラスチックを一定程

度ためる一時保管庫の確保や再利用実施事業者の決定、その事業者との契約等があ

ることから、表の最下段の令和５年３月の国への地域計画変更申請の期日までに、

このプラスチック新法への対応が可能か否かの判断は困難との結果となり、地域計

画変更申請を取り下げ、交付金を受けることができなくなりました。  

 下の表でありますが、東紀州環境施設組合とその構成５市町で策定しました東紀

州地域循環型社会形成推進地域計画と、令和４年４月に施行されたプラスチック新

法との時間軸での関わりであります。  

 １段目でありますが、令和３年度から令和７年度までの現在の地域計画でありま

す。２段目でありますが、現在の地域計画の最終年度の令和７年度に次期地域計画、

令和８年度から１２年度の５年間であります、の分の申請を行います。右端の令和

１３年度に記載しました１年間の猶予期間でありますが、これは、令和８年度から

令和１２年度の次期計画へプラスチック新法への対応を入れ込んだ場合、当該計画
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年度の最終年度の翌年度となる令和１３年度までにプラスチック新法へ対応したら

よいことになっております。  

 ３段目ですが、説明が重複しますが、令和４年４月にプラスチック新法が施行さ

れました。１段目の東紀州地域循環型社会形成推進の地域計画での広域ごみ処理施

設整備事業については、プラスチック新法施行前の策定なので対応は不要でありま

すが、尾鷲市が行うストックヤード整備やプラスチック新法施行後ですので、プラ

スチック新法への対応が必要となったわけであります。  

 このプラスチック新法は、今のところは対応する廃止時期の定めはなく、努力義

務とされていますが、自治体におきましては準備でき次第、実施してほしい旨、国

の考え方が示されていることからも、過疎地域云々にこだわらず、組合構成市町５

市町での次期地域計画策定に向けどのように取り組んでいくか、協議を継続してま

いります。  

 歳入の循環型社会形成推進交付金の減額補正に係る説明は以上であります。  

 続きまして、歳出を説明させていただきます。  

 補正予算書の１４ページ、１５ページを御覧ください。  

 第４款衛生費、第２項清掃費、第３目塵芥処理施設費、補正前の額３億１ ,４９

２万４ ,０００円、補正額２３６万６ ,０００円の減額、補正後の額３億１ ,２５５

万８ ,０００円であります。これは、第１２節委託料、尾鷲市ストックヤード整備

基本計画策定業務委託料の入札差金であります。  

 以上が、環境課に関する第３号補正予算の説明でございました。  

 御審議いただき御承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

○南委員長   環境課説明、以上でございます。  

○濵中委員   繰り返しの説明を求めることになるかもしれないんですけれども、

ストックヤードは尾鷲市単独の事業というふうに説明を受けているんですけれども、

それに関してもこの東紀州の計画と関連するということで、駄目ということなんで

すか。  

○民部環境課長   そうです。尾鷲市ストックヤードは市単独の事業なんですけど、

５市町の地域計画の中に入れてありますので、その変更手続が必要でありました。  

○濵中委員   そうすると、これ、このお金を使うつもりで進めていた分は、財源

を変えるということでよろしいですか。  

○民部環境課長   委員おっしゃるとおりで、３分の１は交付金を予定しておった

んですけど、今説明させてもらった理由で市単独になってしまいます。  
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○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   それでは、ないようですので、付託議案の審査は終了いたしまして、

１件報告事項がございますので、よろしくお願いをいたします。  

○民部環境課長   それでは、環境課から報告をさせていただきます。  

 ６月２日金曜日なんですが、環境課職員が自損事故を起こしました。環境課にお

きましては、本年３月に人身事故を起こし、本市の安全管理者から交通事故防止と

安全運転の徹底についての通知を受けたばかりでありました。その上で度重なる交

通事故で、弁解のしようがありません。  

 今回の経緯について、行政常任委員会資料に基づき説明させていただきます。  

○南委員長   お願いします。  

○民部環境課長   行政常任委員会資料の資料２を御覧ください。  

 事故の発生状況であります。  

 １、事故発生日時が、令和５年６月２日金曜日、昼の１２時２５分頃であります。  

 当日は、三重県尾鷲建設事務所から、大雨のため通行止めになるとの一報を受け

ました。その際、尾鷲三木里間の熊野尾鷲道路及び生活道路であるし尿くみ取りを

行う区間は通行可能との確認が取れたことから、業務を遂行いたしました。午前中

の収集分をクリーンセンターへ排出し、三木里へ戻る途中に事故を起こしました。  

 ２番、事故発生場所は熊野尾鷲道路新八鬼山トンネル内、尾鷲側から１ .５キロ

の付近であります。  

 ３番、事故車両でありますが、公用車のし尿収集車両のバキュームカーでありま

す。  

 ４番、けがの有無でありますが、けがはしておりません。  

 ５番、事故の程度でありますが、自損事故であります。車両は右側ヘッドライト

が損傷しました。加えまして、中央分離帯ポール２本を破損しました。  

 事故の概要でありますが、環境課職員が運転しますし尿収集バキュームカーが、

熊野尾鷲道路新八鬼山トンネル内尾鷲方面から熊野方面へ走行中に事故を起こした

ものであります。  

 ７番、事故の原因でありますが、当日の大雨の中での運転に注意、配慮が足りな

かったことであります。  

 資料３を御覧ください。  

 事故現場の地図であります。  
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 トンネル内のバツ印の箇所で事故を起こしてしまいました。  

 資料４を御覧ください。  

 事故車両のバキュームカーであります。右側のヘッドライトを破損しております。  

 今回の事故は、雨天での運転に対して、安全確認、安全運転を十分に行えば未然

に防げたものであります。近年、あまりにも多い環境課の交通事故を踏まえまして、

これまでの出発前の車両安全点検、業務終了後の業務報告書等に加えまして、環境

課クリンクルセンター内の各所に貼ってある、運転する上での心得１５項目を各人

が声を出して熟読し、安全運転に対して再確認を行い、安全運転への意識を強く持

つようにしてまいります。  

 また、安全運転に関わる以外におきましても、大雨による雨量規制や災害時の通

行止めにより、ごみ収集やし尿収集等に影響が出る非常時等の連絡体制、行動方法

について、課内、係内で協議し、マニュアル強化を図って、安全を第一に業務を遂

行するよう努めてまいります。  

 なお、車両の修理費、中央分離帯部分のポール破損による損害賠償金につきまし

ては、全国市有物件災害共済会災害共済金により全額補償されます。今後、損害賠

償金が確定した後、直ちに専決報告をさせていただきたいと考えております。  

 課の職員を総括する立場としまして、私の指導が行き届かず、このような度重な

る交通事故を起こしてしまったことにつきまして、議会並びに市民の皆様に対して

心からおわびするものでございます。本当に大変申し訳ございませんでした。  

 事故報告については以上であります。  

○南委員長   事故の報告は以上でございます。  

 これについて、特に。  

○西川委員   これ、普通、作業に当たっては１人だったんですか、２人だったん

ですか。  

○民部環境課長   １人です。１人で運転しておりました。  

○西川委員   事故の防止を防ぐんだったら、単独作業はなるべく避けたほうがい

いですよ。僕もクリーンセンターの中の処理方法は一度見学に行って知っています

ので、やはり１人より２人、もしこれスピード出し過ぎの、幾ら雨天といってもト

ンネルから１ .５入っておるから、そこでスリップするということは考えられない

ので、雨で。もし助手席にもう一人作業員がおったら、おまえちょっとスピード出

し過ぎやぞとかいう言葉もできるし、いつも思うのが、事故やった当人が何で謝罪

に来んのですか。そやから、いつまでたってもこういう事故が減らんのじゃない。
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多分、あんたらが頭下げるだけで。そういうところもちょっとあれして。  

 これ、対向車がおらんかったからこれで済んだんでしょう。右車線に入って、こ

れ、もっと厳重にあれしてなんだら、もしこれ、積んでおるものが積んでおるもの

だけに、横転事故とかになったら大変な惨事になると思いますので、そこのところ

をもっと注意したってください。  

○下村副市長   これまでもそうなんですが、事故の当事者につきましては、総務

課長もしくは私等で、事故の内容等にもよるんですが、厳重注意というようなこと

をさせていただいております。  

 また、度重なる１人の人間が車をぶつけるというようなことがあった場合、過去

には津のほうの交通安全センターのほうへ研修に行かせたというような事実もござ

いますので、事故当事者については総務課を中心に厳しく注意させていただいてお

ります。  

 また、現在のところ、その当事者については車の運転はさせておりせん。  

○北村環境課長補佐兼係長   すみません、今西川委員さんの、なぜ１人だったか

という点について回答させていただきます。  

 旧町内ですと基本的には１車ごと２人ずつ別々で動きますので、クリーンセンタ

ーに捨てに行くときも２人で行くことになるんですけれども、輪内地区につきまし

てはホースをつないでくみ取りをするところが多く、作業中に満杯になればホース

を次の車につないで作業を行っている間に捨てに行くということになりますので、

効率的に作業を進めるために１人で捨てに行く状況となっています。ホースをつな

ぐところでは基本的には４人で、長いところでは６人で作業をしております。  

 以上です。  

○民部環境課長   西川委員さんの御提案いただいた、１人じゃなくて２人以上と

いうのも、今、補佐から説明ありましたように、人員的なこともあるんですけど、

人数的なこともあるんですけど、確かに１人で乗っておるよりお互い気をつけて安

全につながると思いますので、検討してまいります。ありがとうございます。  

○西川委員   市の作業はどんなんか知らんけど、僕ら高速とかそういう現場へ入

ると、単独作業は絶対に避けよという、事故防止のために、そういうＫＹＫをやっ

ぱり行うので、その点ちょっと続いて心配なかったもんで言いました。  

○南委員長   いずれにしましても、この６月２日というのは、台風２号で大雨警

報で道路が寸断される状況の中でくみ取り作業を指示すること自体、僕は責任があ

ると思います。これまでもそんなのでも作業をやるんですか、大雨警報が出て。僕、
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それがもう一番の問題やと思うんやけどね。  

○民部環境課長   これまでも台風につきまして、大雨警報出まして３１１号とか

４２５号が通行止めになったときは、うちもし尿もごみ収集も控えております。  

○南委員長   いやいや、なぜこの作業を指示したのか、普通ではこれ、理解でき

んどな。事故、それがもう大きな原因やんか、これ、はっきり言うたら、こんな大

雨警報で全てが寸断されるような状況で、古江地区なんか崖崩れも誰か起きておる

って言うたで、判断下す環境のほうが僕は責任だと思いますわ、これは。どうです

か、副市長、これは本当に大変なことですよ、こんな指示を出すということ自体が。  

○下村副市長   ちょっと警報の発令については、発令基準が変わったということ

で、当日、雨の影響で大雨が降っておりましたが警報が出ていないということで、

市のほうも災害対策本部を設置していないような状況でありましたので、環境のほ

うは周辺部のくみ取りは日程等も厳しい状況ですので、当日、雨が降った中でも業

務を続けたというふうに聞いております。  

○南委員長   副市長はそういう話なんですけれども、台風２号が近づいている段

階の中で、それはもう当然僕は考慮して、大雨の日にくみ取りに来られるほうも迷

惑だと思いますよ、本当の話。それは十分もう検討する余地はないんですけれども、

大雨警報が出るような感じではもう作業したらあきませんわ、特に。  

 そういった意味で、本当に度々の事故が多いということで、環境課長を責めるわ

けじゃないんですけれども、十分これからも交通安全につけてはもう周知徹底を図

っていただければ、西川委員じゃないんですけれども、一歩間違うたらトンネル内

の事故って大惨事になっておったおそれがあるということでございますので、本当

に十分十分周知徹底をお願いいたしたいと、委員会としても強く要望をしておきた

いと思います。  

 環境のほうはよろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   これで環境課の審査を終わります。  

 それでは、水産農林の議案の所管の説明をお願いいたします。  

○芝山水産農林課長   水産農林課です。よろしくお願いいたします。  

 議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決につきまし

て、補正予算書及び予算説明書に基づきまして、水産農林課に係る予算について説

明をいたします。  

 まず、歳入から説明をさせていただきます。  
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 １０ページ、１１ページを御覧ください。通知をいたします。  

○南委員長   お願いします。  

○芝山水産農林課長   １４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目農林水産業費国

庫補助金は１７万８ ,０００円を増額し、２０９万４ ,０００円とするものです。  

 内容は、１節水産業費補助金１７万８ ,０００円で、これは昨年度から養殖魚の

健康診断事業として取り組んでおります、国の水産動物防疫体制整備モデル事業補

助金の割当内示額の確定に伴う補助率１０分の１０の増額でございます。詳細は歳

出にて御説明をさせていただきます。  

 続いて、１５款県支出金、２項県補助金、４目農林水産業費県補助金３０万円の

増額は、三重県海岸漂着物等対策事業補助金で補助率８０％。こちらも詳細は歳出

にて説明をさせていただきます。  

 では、歳出について説明いたします。  

 予算書は１４ページ、１５ページでございます。通知をいたします。  

 ５款農林水産業費、４項水産業費、２目水産振興費、補正額１７万８ ,０００円

で、財源内訳は国県支出金１７万８ ,０００円、補助率１０分の１０でございます。  

 内訳は、１０節需用費１７万８ ,０００円で、これは、令和４年度から農林水産

省ほかの支援、協力を受けて取り組んでおります養殖魚健康増進支援事業の補助金

で、養殖業者が飼育をしておりますマハタ及びシマアジの飼育方法や管理の仕方の

調査と、その魚体の血液検査などの健康診断を実施いたしまして、よりよい飼育方

法、飼育環境をモデル化しようとしております事業でございます。  

 今回、追加補助決定をいただいた分は、近畿大学にてマハタの飼育研究を幾つか

のパターンで行っていただくことになり、そのための餌代などを追加補助認定いた

だいたものでございます。  

 続きまして、５款農林水産業費、４項水産業費、３目漁港管理費、補正額３７万

５ ,０００円で、財源内訳は国県支出金３０万円、一般財源は７万５ ,０００円で、

補助率８０％でございます。  

 内容は委託料３７万５ ,０００円で、これは漁港漂着物処理業務委託料で、台風

や大雨などで市管理の漁港にごみなどの漂着物が生じた際の、環境省から三重県を

通じて支払われる補助金でございます。  

 以上で、令和５年度第３号補正に係る水産農林課の説明を終わります。  

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

○南委員長   説明は以上です。  
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 御質疑のある方。  

○小川委員   予算書の１５ページの先ほどのところですけど、養殖魚の１７万８ ,

０００円ですね。これ、餌代ということなんですけど、これは薬剤の検査してもら

うためなのか、その病気に対する、それ、餌の添加物の関係なのか、どちらなんで

しょうか。  

○芝山水産農林課長   近畿大学のほうで今回していただくのはマハタになるんで

すが、餌のやり方の幾つかのパターン、低魚粉の飼料などをたくさん与えるパター

ンとか、それを少なく抑えるパターン、そういったことによって、どれだけ健康状

態が変わってくるかというようなパターンを調査していただくものになります。  

○小川委員   ちょっと分かりにくかったんだけど、そのたんぱくを何％にするか

ってそういう問題ですか。  

○芝山水産農林課長   そうです、すみません、たんぱくを例えば５０％で与える

場合と、それを４０％、３０％で与えてみる場合、そういった変化を調べるという

ことになっております。  

○小川委員   そのたんぱくが普通４８とか５０とかになっていますけど、それが

分かったときには、餌を作っている元ありますよね、そういうところに協力は取れ

るんですか。  

○芝山水産農林課長   まず、これはもうほかの餌の与え方とか、あと、光の遮断

の仕方とか、幾つかの飼育方法を総合的に判断することになるんですけれども、こ

のチームの中にはいろんな関係機関も入っておりますので、一旦まずそのモデルを

つくった後、それがよりよい方法であるというふうになれば、国も含めた機関でそ

ういう働きかけはしていくことになると思います。今まだ、確かに餌が業者と一緒

になってそこを変えるというところまでは至っておりません。  

○小川委員   この実験ではマハタの病気のことだと思うんですけど、ハダムシの

ことなのか、転覆病とかそういうことなの。どちらを対象にしておられるんでしょ

うか。  

○芝山水産農林課長   マハタの病死は、ハダムシという寄生虫の一種ですけれど

も、それが魚体につくことによって、マハタがそれを取るためにこすりつけたりと

か、そこで魚体に傷がついて、そこからウイルスが入るというようなところが主な

原因というふうに言われておりますが、そういうパターンと、あとは、ミコバクテ

リアとか転覆病、そういったような幾つかの要素がございますが、今回調査してい

るのは主にハダムシが体にどれぐらいついているかというのを顕微鏡でチェックを
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して、それがどういう飼育環境、どういう餌のやり方でハダムシの量がどのように

変わってくるかとか、そういったのを全部モデル化しようと今しているものでござ

います。  

○小川委員   ハダムシだったら今ありますよね、シマアジとかに添加してぬめり

出して落とす薬、それやればいいだけだと思うんですけど、そんなことないんです

か。  

○芝山水産農林課長   今、ハダムシも多分たくさんついてくれば、去年、おとと

しあたりからすごくやっぱりこのマハタの病死、へい死が多いものですから、業者

さんのほうも、今年度、これから暑くなってくる前に、ハダムシのどれぐらいつい

ているかという数の調査なんかもこの事業で行って、それに応じて先ほどの薬剤に

漬けたりとか、少しでもハダムシを減らしていくというやり方もあるので、でもそ

ういったものをなるべく使わずにいられるような環境はどのような環境なのかとい

うことも、併せて調べていきたいと思っています。  

○小川委員   分かりました。  

○南委員長   他にございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   じゃ、ないようでしたら、水産農林課の審査を終わります。ありが

とうございました。  

 続いて、商工観光課。  

 それでは、早速ですが、商工課の議案第３４号の所管説明をお願いいたします。  

○山中商工観光課長   商工観光課です。よろしくお願いいたします。  

 それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

についてのうち、商工観光課に係る御説明をさせていただきます。  

 歳入でございます。  

 補正予算書１０ページ、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

○南委員長   お願いします。  

○山中商工観光課長   １４款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助

金、１節総務費補助金のうち、地方創生推進交付金５４万１ ,０００円、そのうち

商工観光課に係る５０万円の増額は、一般社団法人、東紀州地域振興公社負担金の

うち、観光ＤＭＯ事業の市負担金に係る２分の１の相当額について、国からの交付

が決定したことによる増額でございます。  

 続きまして、歳出でございます。  
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 補正予算書１４ページ、１５ページを御覧ください。通知いたします。  

 ６款商工費、１項商工費、３目観光費でございます。補正前の額６ ,３０１万２ ,

０００円のうち国県支出金を５０万円増額し、一般財源を５０万円減額する財源更

正でございます。  

 内容は、歳入にて御説明いたしました、東紀州地域振興公社負担金に係る国の補

助交付決定に伴う財源更正でございます。  

 以上で、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決に

ついてのうち、商工観光課に係る補正予算の説明とさせていただきます。  

 御審議の上、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  

○南委員長   説明は以上です。  

 特に御質疑ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、商工観光、終わります。ありがとうございます。  

 次に、あとの建設課と教育委員会が残っておりますが、このままもう続行しても

よろしいでしょうか、昼食を挟むと思うんですけれども。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   じゃ、そのまま続行していきますので、御協力お願いいたします。  

 それでは、建設課所管、議案３４号の説明をお願いいたします。  

○塩津建設課長   それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算

（第３号）の議決についてのうち、建設課に係る予算について説明いたします。通

知いたします。よろしいでしょうか。  

 まず、歳入について説明いたします。  

 補正予算書の１０ページを御覧ください。  

 ２０款諸収入、５項雑入、１目雑入のうち６節土木費雑入１ ,０００万円で、内

訳は地域づくり助成事業助成金１ ,０００万円でございます。  

 内容は、中村山公園トイレ整備事業に係る助成金でございます。  

 次に、２１市債、１項市債、４目土木債、５節都市計画事業債９００万円で、内

訳は都市公園事業債９００万円でございます。  

 内容につきましては、中村山公園整備事業に係る起債分でございます。  

 次に、歳出について説明いたします。  

 少々お待ちください。  

○南委員長   お願いします。  
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○塩津建設課長   それでは、補正予算書の１４ページを御覧ください。  

 ７款土木費、５項都市計画費、３目公園費、１４節工事請負費で、補正前の額１ ,

２４８万７ ,０００円に対しまして、補正額１ ,９００万８ ,０００円を追加しまし

て、合計３ ,１４９万５ ,０００円とするものでございます。  

 補正額の財源内訳としましては、地方債９００万円、その他財源１ ,０００万円、

一般財源８ ,０００円で、内容としましては、中村山公園トイレ整備事業でござい

ます。  

 詳細につきまして、委員会資料を基に説明させていただきます。通知します。  

 資料の１ページを御覧ください。  

 まず、事業の目的ですが、本市の中心部にある中村山公園のトイレは、公園開設

当時のままのくみ取り式である上、ブロック造で老朽化しており、公園を訪れた児

童が使用するには危険であることから、また、来園される全ての方が安心安全に利

用していただけるよう、水洗式でバリアフリー化したトイレに整備するものでござ

います。  

 事業の概要としましては、多目的トイレ棟新築工事一式で、資料下段の右が概略

の平面図でございます。御覧のとおり、男子用小便器の棟を１棟と、女子用兼多目

的トイレ棟を１棟の新築を予定しております。下段の左に現在のトイレの位置と外

観が分かる写真を添付しております。現在のこのトイレを取り壊し、同じ箇所に新

築する予定でございます。  

 以上で、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）に係る建

設課の説明を終了いたします。  

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

○南委員長   じゃ、あわせて、３６号の市道２線のほうもお願いします。  

○塩津建設課長   分かりました。  

 それでは、あわせて、議案第３６号、尾鷲市道路線の変更についてを説明いたし

ます。通知いたします。  

○南委員長   資料のほうでええがな。  

○塩津建設課長   じゃ、引き続き、資料のほうで説明させていただきます。  

 まず、議案第３６号尾鷲市道路線の変更につきましては、道路法第１０条第２項

の規定により市道路線の変更を行うため、同条第３項の規定により議会の議決を求

めるものでございます。  

 委員会資料の２ページを御覧ください。  
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 まず、変更前ですが、起点が尾鷲市三木浦町字早田道４１２番３地先で、終点が

尾鷲市三木浦町字ミゾノキ田ノ上３０３番１地先、延長が２６２ .９メートルで最

大幅員１１ .７５メートル、最小幅員４ .８５メートルでございます。  

 次に、変更後ですが、起点は変わらず、終点が尾鷲市三木浦町字ミゾノギ田ノ上

３０３番３７地先に変更となり、あわせて、延長が２１７ .８７メートル、最大幅

員が１１ .０５メートルとなります。最小幅員については変更なしでございます。  

 下段の一番左が位置図で、赤丸で囲った部分が当該路線でございます。真ん中が

上空からの写真で、一番右が現況写真となっております。この写真におきまして、

黄色点線で表示した部分が廃止予定の路線部分でございます。  

 議案第３６の説明は以上でございます。  

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

○南委員長   ありがとう。  

○濵中委員   トイレのこの図面、概略と言われたんですけれども、これが決定で

あるのかということが１点あるんですけれども、といいますのは、以前からトイレ

の設計をされるたびに同じことを私聞いておるように思うんですけれども、これが

男性用、女性用として分けてあるとすれば、入り口が向かい合っておるってどうな

のかなという。ちょっとその辺の配慮はどうなのかなというのが１点。  

 もう一点なんですけれども、財源の話なので、最初、その事業債へは財政のほう

で説明があった、そこで聞くべきやったのかもしれないんですけれども、今の事業

費の説明の中に１ ,０００万円が助成金で事業債が９００万、この事業債の充当率、

どれだけなのか、結局、最終的に市費の持ち出しがどれだけになるのか、その辺り

がお答えいただければと。２点お願いします。  

○塩津建設課長   まず、入り口のほうにつきまして、一応、概略平面図というこ

とで、まだ予算化前ですので、今、建設課のほうで詳細設計を進めている途中でご

ざいますので、ただいまの意見も参考に設計していきたいと考えております。  

 あと、地方債の部分ですが、一応、過疎債を充てるというふうには聞いているの

ですが、それでよろしいでしょうか。７０％の充当率というふうに聞いております。

ですので、市の持ち出しは２７０万という形です。  

○濵中委員   財源のほうは分かりました。  

 やっぱり公園のトイレというのは、人目がなくなるタイミングがあったりするの

で、そういったあたり、きちっと神経を使っていただきたいなと思うことと、ある

程度デザインなり固まって、入札が終わった後なんか分からんですけれども、そう
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いった時点で外観も含めどういった感じになるのかを、議会のほうで確認させても

らえるタイミングってありそうですか。  

○塩津建設課長   また、詳細等が固まりましたら、報告のタイミングがありまし

たら報告させていただきたいと思いますので、また、委員長と相談して資料のほう

は作成させていただきます。  

○中村委員   この図面、決定ではないことをお祈りしたいんですけれども、掃除

具のところにも、ここに掃除具用の流しが必要なんですよ。それで、ここの掃除具

用の奥行きが深過ぎるのは使い勝手も悪いので、もうちょっとこのレイアウト、考

えていただきたいと思います。  

 それと、この男子用ですか、この小便器を１個入れてここのだけにするというの

は、何かちょっと意味がよく分からないんですけれども、それやったら洋式にして

男女どっちでも入れるようにしたらええんと違うかなというのと、それと、もう一

点は、必ずここの通路部分に、濵中委員言われたように、向かい合って云々という

ことも問題なんですけれども、トイレを造るときに必ず入り口付近が確認できる防

犯カメラというのが必要になってくるんですよ。それをぜひ公園のトイレを新設さ

れるときには、入り口付近の防犯カメラというのも一緒に計画して設置していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○塩津建設課長   まず、掃除用具室の流し等については、まだ、今、詳細に設計

を進めている途中ですので、参考にさせていただきたいと思います。  

 また、男子用トイレのほう、大便器ということなんですが、利用頻度としまして

は、男子の小便器の頻度が一番高いということで、大小小便器を１棟、大と、あと

女性の方は多目的の機能のあるトイレのほうでしていただくという考えで、こうい

った形にしております。  

 また、防犯カメラにつきましては、ちょっと今回の助成の中では難しいかも分か

りませんが、今、各公園につけていっておりますので、そういった中で検討させて

いただきたいと考えます。  

○小川委員   中村山公園、防犯がカメラついていますよね。あそこ、ついている

と思うんですけど。建設課でつけたんじゃないですか。  

○塩津建設課長   多分、今つけている防犯カメラはトイレのほうを映す形ではつ

いていないように、下の部分だと思いますので、また、その向きとかも今後検討さ

せていただきたいと考えます。  

○南委員長   中村委員、よろしいですか。  
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○中村委員   入り口のほうへ向けていただければ結構ですので。  

○内山委員   中村公園のトイレについては、専門的なことは分からないんですけ

れども、トイレって暗いイメージがあるもんで、やっぱりちょっと明るいイメージ、

明るく光が入るような感じにしてほしいことと、やっぱり今言うたように防犯カメ

ラをつけてもらったら物すごくありがたい、やっぱり目の入れないところやもんで、

すごくちょっと問題があったこともあるので、そこのところ考慮してよろしくお願

いします。  

 そして、中村公園のトイレ、やっぱり子供が利用することも一番多いと思うので、

子供たちで、そこも考慮して、便器とかそんなちっちゃいの置けとかそんなちょっ

と分かりませんけれども、そこをやっぱり使いやすいように気にしてくれたらあり

がたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○塩津建設課長   確かにおっしゃるとおりで、子供たちが利用する際、今のくみ

取りがちょっと怖いという意見もかなりありましたので、今回水洗にさせていただ

きます。  

 また、カメラ等につきまして意見のほうを参考にさせていただきまして、明かり

のほうも、今現在、詳細な設計中ですので、今後、参考にさせていただいて、設計

のほうを進めていきたいと考えております。  

 ありがとうございます。  

○濵中委員   この平面図、決定でないですから、これから書き足されるんでしょ

うけれども、このトイレ２の便器の横にあるちょっと壁にくっついたところは窓な

のかな、おむつ替え台なのかな。おむつ替え台というのが、公園に要るのか要らな

いのかというのは、ちょっと子育て関係の人たちにも御意見を伺うような機会があ

れば。このトイレがどういったものがいいのかというのは、実際使う人たちの意見

を聞く機会というのは設けているのか、その辺りはちょっと考えてほしいんですけ

ど、どうですか。  

○塩津建設課長   今現在、利用状況の調査のみでしたので、そういう機会があれ

ば参考意見等も伺いたいと思いますので。  

○濵中委員   市長が今回、子育て支援に関して力を入れるというような、３月に

もこの６月にもお言葉をいただいておりますので、実際、もちろん設計のプロがや

ることなんですけれども、実際は使われる方にとってどうかということが一番大事

だと思うので、子育てグループの方ですとか、あと、保育園だとか、小学校だとか

という保護者の方たち、御意見を伺える機会をぜひ利用していただきたいと思いま
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すので、要望しておきます。  

○南委員長   間もなく１２時の時報ですので、中断いたします。  

（休憩  午前１１時５９分）  

 

（再開  午後  ０時００分）  

○南委員長   続行いたします。  

○加藤市長   いろんな御意見を頂戴して、ありがたいと思っています。  

 実を言いますと、この中村山公園のトイレ、６年越しなんです。もう前々から、

中村公園というのはやはり私としては尾鷲セントラルパークというようなイメージ

を持って、取りあえず一応きれいにしていこうと、景観のいいような場所にしてい

こうという、６年越しで一応約２ ,０００万円弱の予算をかけさせていただいてや

るわけなんですけれども、当然、委員各位がおっしゃっていますように、防犯上の

問題もやはり考えていかなきゃならない。  

 公衆トイレというのは、どっちかいったら私自身もやっぱりここですから、化粧

室に近いような感じのものも考えていきたいし、当然やっぱりそれを利用される

方々がどういう方が利用されて、どういう用途が必要なのかということもやっぱり

考えさせていただきたいと。取りあえず一応６年越しで、やっときれいにさせてい

ただくという、より利用者にかなったようなトイレに今この与えられた予算の中で

きちんと考えていきたいと、このように考えております。ありがとうございます。  

○南委員長   他にございませんか。  

○仲委員   財源のほうで、雑入で地域づくり助成事業助成金１ ,０００万というこ

とで、多分、自治総合センターのコミュニティ事業の宝くじだと思うんですけど、

多分。これは交付決定、もう既にありましたね。  

○塩津建設課長   助成事業のほうは決定いただいております。  

○南委員長   よろしいですか。  

 他にございませんか。  

○中村委員   すみません、この道のほうも聞いていいですか。  

○南委員長   どうぞどうぞ、併せて。  

○中村委員   この市道が短くなるのは、地元からの要望ですか。  

○塩津建設課長   この部分につきましては、国道、現在の３１１号線が県の工事

で今の現状になったときに、旧道部分が市道として市に移管された部分でございま

して、底地が三重県の所有となっております。その三重県の所有地につきまして、
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県のほうが土地の所有者と交換を行うということで、この部分を、そういうことで

この部分を市道認定を外して現在の形にしたいという理由でございます。  

○南委員長   よろしいですか。  

 最後、今の中村山のセントラルパーク公園に戻るんですけれども、まだ、建設課

長では、今回があくまでも平面図として上げただけですよということなんですけれ

ども、仕上がりまでにぜひとも１回委員会のほうの提示だけは確認したいというこ

とで、見せていただきたいというのと、それと、今の中村委員さんが言われた、小、

男子の小ね、やはりことわざでも大は小を兼ねるということがありますので、これ

はやはり小だけやったら僕は無駄なものになってしまうんじゃないかなということ

ありますので、その辺も今日の意見を踏まえた上で十分機能の高い、多目的トイレ

もしかりですけれども、特に利用する子供たちの僕意見も聞いてもいいんじゃない

かなと思いますので、できたら小学校のほうでも出向いて、そういう場でも設けて

いただいたら大変よろしいんじゃないかなという思いがいたしますので、ぜひとも

努力をしていただくようお願いをいたします。  

 それでは、建設の審査を終わります。  

 続いて、教育委員会まで行きます。  

 どうします、昼にせえと言われたら昼にしますし。  

（発言する者あり）  

○南委員長   分かりました。お弁当を頼んでいるということでございますので、

田中教育長、誠に申し訳ございませんけれども、審査は昼からということでお願い

いたします。昼は１時２０分からお願いいたします。すみません。  

（休憩  午後  ０時０３分）  

 

（再開  午後  １時１８分）  

○南委員長   それでは、若干予定より早いようですけれども、会議を続行いたし

ます。  

 次に、教育委員会所管の議案の説明をいただく前に、教育長からもし一言あれば。  

○田中教育長   教育委員会でございます。よろしくお願いいたします。  

 議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決についての

うちの、教育委員会に係る分につきまして担当課長より説明させていただきますの

で、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  

 以上です。  
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○柳田教育総務課長   教育総務課です。よろしくお願いします。  

 それでは、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の議決

についてのうち、教育総務課に係る説明をさせていただきます。  

 補正予算書１０ページ、１１ページを御覧ください。通知いたします。  

 歳入でございます。  

 それでは、歳入でございます。  

 １４款国庫支出金、２項国庫補助金、６目教育費国庫補助金２８万４ ,０００円

のうち当課に係るものといたしまして、１節教育費補助金の学校安全特別対策事業

費補助金２６万４ ,０００円を増額するものでございます。  

 本補助金は、スクールバスの置き去り防止車内確認ブザーシステムの整備に伴う

国庫補助金でございます。  

 続きまして、補正予算書１６ページ、１７ページを御覧ください。通知いたしま

す。  

 支出でございます。９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費４４万６ ,００

０円の増額は、教育一般事務局費の１７節備品購入費、スクールバスの置き去り防

止車内確認ブザーシステムの導入に伴う増額でございます。  

 事業概要は、教育委員会資料をもちまして説明させていただきます。  

 資料１ページを御覧ください。通知いたします。  

 本事業は、本市が所有しております３台のスクールバスにブザーシステムを設置

するというものです。バスの中への置き去りによる人命に係る事故を確実に防ぐこ

とを目的としております。  

 本機器につきましては二つの機能があり、一つは、運転手がエンジンを切ると降

車確認のガイダンスが流れ、確認を促し、車両の後方に設置されたボタンを押さな

いと警告音が鳴るというシステムと、それでも置き去りが発生した場合に、車内に

設置されたボタンを押すことで車外に警告音が鳴るというシステムです。現状でも、

乗車人数と降車人数のチェックをしてございますが、さらに本システムを導入する

ことで置き去り防止を確実に防ぎます。  

 補正予算書１６ページ、１７ページにお戻りください。通知いたします。  

 ９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費２３４万円の増額は、小学校整備事

業の１０節需用費、修繕料の向井小学校高圧受電施設更新改修修繕に伴う増額です。  

 概要は、資料を用いまして説明させていただきます。  

 委員会資料２ページを御覧ください。通知させていただきます。  
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 本補正に係る修繕に関しましては、毎年、年度末に電気保安協会が実施しており

ます検査で、校内への引込みケーブルに漏電の不具合が判明し、このまま放置した

場合、学校施設等に影響が出る可能性が高いことから、既決予算で緊急修繕を現在

実施しているところでございます。  

 今回の補正は、小学校修繕料の年間予算に対し、今回の修繕が高額であることか

ら、本緊急修繕に要した費用を補正するものでございます。  

 詳細につきましては、以上でございます。教育総務課に係る説明も以上です。  

 よろしく御審議賜り御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

○南委員長   続いて、生涯学習課長。  

○平山生涯学習課長   続きまして、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補

正予算（第３号）の議決についてのうち、生涯学習課に関する予算について、補正

予算書及び資料に基づき説明いたします。  

 予算書の１０、１１ページを御覧ください。  

 歳入では、１４款国庫支出金、２項国庫支出金、６目教育費国庫補助金の補正額

２８万４ ,０００円の増額は、１節教育費補助金の増額で、うち生涯学習課に関す

る補正額は情報通信技術講習事業費補助金２万円の増額で、こちらにつきましては、

国の、いつでも誰でも希望する国民が気軽に受講できる基礎的、実践的なデジタル

リテラシー講座を開催する公民館等の社会教育施設ですとか、学校の場を活用した

デジタル講座の実施に対して国から助成される補助金でございまして、本補助金を

活用した中央公民館でのスマートフォンの活用講座の開講を計画しております。  

 次に、２０款諸収入、５項雑入、１目雑入の補正額１ ,６３０万円のうち、８節

教育費雑入２０万円の増額につきましては、こちらは公益財団法人の三重県文化振

興事業団の「学びあい・つながりあう」生涯学習社会づくり支援事業助成金といた

しまして、２０万円を増額するものであります。  

 内容につきましては、後ほど資料で御説明いたします。  

 次に、歳出でございます。  

 予算書の１６、１７ページを御覧ください。  

 ９款教育費、５項社会教育費、２目公民館費２２万円の増額は、細目、公民館活

動経費２２万円の増額でございます。  

 ７節報償費７万円の増額は、歳入補正予算、教育費補助金の情報通信技術講習事

業費補助金２万円を活用した、中央公民館でのスマートフォン活用講座に係る講師

謝礼として２万円、それと、歳入の補正予算の教育費雑入、「学びあい・つながり



－３２－ 

あう」生涯学習社会づくり支援事業助成金を活用した公民館講座、市民大学開講事

業に係る講師謝礼５万円であります。  

 １２節の委託料１５万円につきましては、同じく、先ほどの教育費雑入の助成金

を活用いたしました公民館講座、市民大学開講事業に係る委託料で、映像記録化業

務委託料であります。  

 市民大学開校事業につきましては、後ほど資料で説明いたします。  

 次に、９款教育費、５項保健体育費、２目運動場管理費１ ,１００万３ ,０００円

の増額は、細目多目的スポーツフィールド整備事業費の増額で、１２節委託料、国

市浜公園に係る避難路概略検討業務委託料の増額でございます。  

 こちらの内容につきましても、後ほど資料で御説明いたします。  

 次に、３目体育文化会館１０２万２ ,０００円の減額は、本年２月８日に体育文

化会館を使用中止したことに伴う、細目体育文化会館維持関係事業の１０２万２ ,

０００円の減額であります。  

 １０節需用費３０万円の減額は、体育文化会館の館内修繕に係る修繕料の減額、

１１節役務費につきましては、４７万２ ,０００円の増額ですが、これは体育文化

会館の使用中止に伴い施設を休館とする間、浄化槽を休止とするため、汚泥引き抜

きなどの浄化槽清掃等を行う浄化槽保守点検手数料５５万円の増額と、不用となっ

ている電力使用量監視情報配信業務手数料４万７ ,０００円などを減額として計上

するものであります。  

 次に、１２節委託料１２０万７ ,０００円の減額につきましては、次ページを御

覧いただき、内容といたしましては、建築基準法による体育文化会館の２年に１回

の特定建築物定期調査業務委託料１６万円、あと、体育文化会館清掃業務委託料２

５万円、体育文化会館の日曜・祝日等の臨時警備業務計上用に計上しておりました

体育文化会館警備業務委託料７９万７ ,０００円を、それぞれ減額するものでござ

います。  

 次に、１３節使用料及び賃借料１６万７ ,０００円の減額につきましては、体育

文化会館のトイレ衛生機器借上料の減額であります。  

 次に、行政常任委員会資料のほうを説明させていただきます。  

 資料１、１ページを御覧ください。  

 こちらが生涯学習社会づくり支援事業として、尾鷲市市民大学開講事業に関する

資料でございます。  

 こちらの内容につきましては、主に文化財について市民に学んでいただこうとい



－３３－ 

うことで、公民館講座として文化財講座のほうを予定しておりました。今回は助成

金のほうを活用して、こちらを市民大学講座の開講事業として計画をするもので、

内容につきましては、文化財講座として「市民大学・みらおわ教室（仮称）」とい

うことで、年５回の市民講座を尾鷲市の市民大学として開講する計画をしておりま

す。その中で市の文化財であります世界遺産の熊野古道でありますとか、須賀利大

池、小池等について広く、どちらかといえば初心者向けの講座を開催しようという

ことで計画しております。  

 この中で今回補正予算といたしましては、教育費の社会教育費、公民館のほうで

報償費として講師謝礼５万円と、先ほど委託料として説明いたしました映像記録化

業務委託料１５万円、合計の２０万円を計上しております。  

 今回、この映像化記録業務委託料１５万円につきましては、第５回の「須賀利大

池及び小池」を学ぶの講義に活用する須賀利大池の空中写真を撮影して、それを教

材として行うために、今回この助成金を充当して映像の作成も併せて行うことを計

画しております。  

 この講座につきましては、三重大学の教授ほか、市内で熊野古道等の活動に関わ

っております市民の方、あと、市の学芸員等を講師として講座を開講することを、

今現在計画しておるところであります。  

 最後のその他につきましては、歳入の「学びあい・つながりあう」生涯学習社会

づくり支援事業の助成金、こちらは公益財団法人三重県文化振興事業団の助成金と

なっております。  

 続きまして、資料２のほうを御覧ください。  

 こちらが９款教育費、５項保健体育費の細目多目的スポーツフィールド整備事業

の１２節委託料に係る資料でございます。  

 今回、多目的スポーツフィールド整備事業として、避難路概略検討業務委託を予

算計上いたしました。  

 本事業の業務目的といたしましては、現在、野球場等の施設の詳細設計を進めて

おります多目的スポーツフィールド整備事業に関連しまして、本公園箇所と県道中

井浦九鬼線の間に流れる河川、こちらが普通河川の桂谷川となりますが、こちらの

流域調査を実施し、その調査結果及び現地踏査等の結果を踏まえて、今後、災害対

策を含めた避難計画及び避難路整備のための概略検討を行うことを目的としており

ます。  

 事業費といたしましては、業務委託料の１ ,１００万３ ,０００円、業務内容とい
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たしましては、補足調査を含む現地踏査、桂谷川に係る流域調査、あと、交差点概

略検討、構造物概略検討、制約条件等の整理となっております。  

 ４番目は、業務箇所の桂谷川の流末部分を写した写真でございます。  

 次ページに移っていただきまして、こちらが概略検討業務を行う中心的な箇所と

して、国市浜公園と県道中井浦九鬼線の河川桂谷川の流末部分の位置を表したもの

でございます。  

 最後の図面につきましては、さきの委員会で御報告させていただきました、国市

浜公園のレイアウト図のほうを参考として添付させていただいております。  

 資料の説明につきましては、以上でございます。  

 以上が、生涯学習課の令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の説明でご

ざいます。  

 よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。  

○南委員長   ありがとう。  

 教育委員会の議案説明は以上でございます。  

 御意見のある方。  

○濵中委員   まず、教育総務のほうのスクールバスのブザーの件でちょっと確認

をさせていただきたいんですけれども、ブザーの仕組みはよく分かりました。後ろ

まで行ってということで、恐らくバスの中全体を確認できるという仕組みなのかな

とは思うんですけれども、現状でもそうやし、このブザーをつけたとしても、目視

の確認ということはどういったことを指示されていますか。  

○柳田教育総務課長   目視による確認なんですけれども、まず、一番初めに、行

きも帰りもですが、乗った数の確認と降りていく数の確認を毎回ペーパーベースで

チェックをしていただいております。ですので、降りる際にどなたが降りたかとい

うことが分かるようにしておりますので、そういう部分に関しましてはブザーなく

ともということもあるんですけれども、今回は念のためという形でつけさせていた

だいておるような状況です。  

○濵中委員   これまであったあの悲しい事故の中には、寝入ってしまった子に気

がつかなかった場合もありましたので、もちろん人数が違っていれば見に行く話や

とは思うんですけれども、その椅子の状況の目視ということは結構重要なのかなと

思って聞かせていただきました。  

 それから、もう生涯のほうもよろしいですか。  

○南委員長   どうぞ。  
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○濵中委員   これは市長か副市長にお考えいただくことかなと思うんですけれど

も、今回のこの業務委託について業務内容を見ると、もちろんこれ、議案でこちら

がお預かりする時点でこれでよしと認めたから今回はこういう予算のつけ方で、も

う納得した形ではあるんですけれども、委員長。  

 これ、業務内容を見ると、恐らく専門的には建設なのかなと思ったり、あと、避

難路といえば防災のほうが避難計画のほうを持っておるのかなという感じがして、

今日も各課長が顔をそろえてくださっていますから、説明には十分できるんでしょ

うけれども、全体構想としてこれからここに橋を架けていくとかそういったことに

なったときに、このままこれ、生涯がずっと中心となって進めていく事業と考えて

よろしいんですか。  

○下村副市長   今回、私もこれが普通河川とは思わなかって、いわゆる中部電力

三田火力発電所のクリークというふうに考えておったんですけど、桂谷川という河

川になるということで、従前からまだ松原があった頃からの河川ということを聞い

ております。  

 今回、この避難経路のこともあって、この河川については大雨の際に黒潮道路が

冠水することが今まで何回かあったということで、この下中川につきましては結構

水がたまるということで、土のうを準備したりというのがかなりありましたので、

今回はこういう形なんですが、このデータを取ることによって今後の防災対策、そ

れと建設のほうの冠水対策につながる調査というふうに確認しております。  

○濵中委員   分かりました。じゃ、今の説明でほぼ聞こうと思ったことは言って

もらったんですけど、この調査をすることによって、この橋だけではなくて、周り

のこれまでに起こっておった災害のことに関してもいろんなことが判明して、それ

で、対策を打つべきところも判明してくる、課題を洗い出すというふうに理解して

よろしいですか。  

○下村副市長   そのように説明を聞いておりますので、従前からこの箇所の冠水

対策というのは必要な対策として市のほうも考えております。  

○西川委員   僕も予算のときちょっとうっかりしておって聞くの忘れたんですけ

ど、この桂谷川のこの図、冠水するというのは、これ、都市公園ありきで考えて避

難路って言っておるけど、雨降りに冠水しても公園には誰もいませんし、本当に冠

水で困るところであれば尾鷲にもっとあるんですよね。実際、僕、北浦に住んでお

るんですけど、北浦の公園の裏の辺り、床下浸水なんてしょっちゅうなんですよ。

そっちのほうも考えてくれるんであれば結構ですけど、これだったら向こう国市浜
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公園を造りたいがための入り口を造る調査というふうな感じにしか取れないんです

けどね。尾鷲市内でもっと、名前を出したらあかんと言うから出さんけど、何か所

かありますよ、車が浮くようなところ。ここで車、浮いたことありますか。これ、

誰に聞いたらいいか分からんけど。  

○下村副市長   この黒潮道路は、過去にも冠水して車がストップしたということ

がありました。  

○西川委員   いや、冠水しておるんだったら車で行かなけりゃいいんですよ。た

だ、俺はそこに冠水という理由をつけるのであれば、北浦地区の冠水で床下の浸水

で困っておる北浦の川も考慮せなあかんですよね、民家が住んでおるところですか

ら。車は、冠水しておるの分かったら迂回すればいいんですよ。だけど、民家は引

っ越せませんよね。それを取ってつけたように、この都市公園のほうに回してくる

ものですから、ちょっとあれかなと、ほかの予算と混ぜてふっつけられるとちょっ

と判断しにくいかなって、認めちゃった以上、ちょっと僕は思っておるですけどね。  

○塩津建設課長   ただいま西川委員がおっしゃられた、ほかの尾鷲の市内で冠水

する箇所については、また、それぞれ個別で対応等は検討していく必要があると思

っておりますので、今後もそういった対応は続けていきたいと考えております。ま

た、これとは別で考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  

○西川委員   いやいや、これを最優先でやっておるように思うもんで、ほかのと

ころのほうも、もう建設課長だったら十分分かっているでしょうから。ほかの河川

とか冠水する区域、迂回路のない住宅、その人の市民の声を僕は代弁しておるだけ

ですので、よろしくお願いします。  

○中村委員   この桂谷川の件に関してなんですけれども、国道４２号線のさんき

の前の、大雨が降ったら本当に通行が全くできなくなるぐらいひどい冠水箇所があ

るんですけれども、あれも桂谷川の影響ですか。  

○塩津建設課長   国道の部分に関しては、桂谷川が影響しているとは一概に今の

時点では言えるようなものではないと思いますが、今回この桂谷川につきましては、

概略で建設課と技術センターの協力も得て、図上で流域面積等を確認した場合にか

なりの集水面積があるものですから、今の現状の河川幅で本来であると常時あふれ

るような可能性がある流域となっておりますので、そういった意味も含めて詳細に

流域を調査して、実際に河川の断面等が適正であるかという検討も兼ねたものでご

ざいます。  

○中村委員   内水面の氾濫については、ポンプアップか調整池以外に対策ないで
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すよね。今までそれを全く考慮されずに来て、ここで避難のためのって言われまし

たけれども、津波避難であれば、これ、全く関係ないですよね。津波避難やったら、

防潮扉の高さとか防潮壁の高さは関係あるんですけれども、内水面、大雨のときの

対策に避難道の予算をかけるというところの整合性って、どう説明されるんですか。  

○塩津建設課長   以前にお示しさせていただきました、資料の一番最後のページ

にあります将来入り口に関しまして、これ、桂谷川の上に避難路として橋梁を架け

てという形でお示しさせていただいていますが、御存じのように橋梁等の設計を行

う場合は計画高水面の検討が必要になってまいります。その計画高水面、洪水等が

あった場合に、大雨等があった場合にどこまで河川の水面が上がるのか、その水面

からある程度の余裕幅を持って橋を架ける必要がありますので、そういった意味で

も避難路の検討に必要な調査となっております。  

○中村委員   今、この図面に矢印の入っている通称南門と言われているこの橋は、

恒久橋ですか、永遠に使える橋ですか。  

○塩津建設課長   こちらの橋、今現在、中部電力さんのほうで架けた橋ですので、

まだこちらのほうで詳細に永遠橋かどうかというふうな確認はしていない状況でご

ざいます。  

○中村委員   学校とかこういう都市公園を基本的に設計する場合に、進入路とい

うのを一番先に検討するものなのではないですか。例えば、小学校を建てようとし

ているところに前に川があって、その川に架かる橋が架設やったら、そこに小学校

は計画できますか。  

 そして、なぜ後手後手の後出しじゃんけんばっかりされるんですか。都市計画で

都市公園を設計したいなら、１億円も使って、地質の調査も液状化の対策もなく、

そして仮設の橋を渡らな入られへんようなところに１６億をかけて、そして、今頃

この川の冠水のための流域調査に入る。１億円でこれは本来するべき仕事です。  

 避難道についても一緒です。後期高齢者、７５歳以上の人の１分間に逃げられる

メーター数は５０メーターです。坂道やったら４３メーターだそうです。この都市

公園の奥行きは３４２メーターあります。横幅は２９２メーターあります。５分で

高齢者は２５０メーターしか逃げられないんです。おまけに、ここの真ん中はイン

ターロッキングとか、それとか、セメント系のコンクリート系の舗装って書いてあ

るんですけれども、まず流量計算の前に、液状化でここから５分間でどこまで逃げ

られるのかの検討はもう既にされましたか。  

○南委員長   どなたか答えていただけませんか。  
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○平山生涯学習課長   現在、中村委員さんの御質問にありました、現公園が液状

化をしてその状況から避難するという想定での検討については、まだ行っておりま

せん。  

○中村委員   行わない理由を教えてください。  

○南委員長   行っていない理由ですね。  

○平山生涯学習課長   すみません、公園内からの避難計画、避難路についてはこ

れからの計画となっておりましたので、その中で検討させていただく内容と考えて

おります。  

○中村委員   高齢者が１分間に５０メーター、坂道になったら４３メーターとい

うのは、学術的にこの数字がもう出ているんですけれども、尾鷲市長がいつも言わ

れるように、１人の犠牲者も出さない、市民の生命、財産を守るのが仕事やと常に

おっしゃっていますけれども、３５０メーターの奥行きで高齢者は５分間では構内

にとどまらざるを得ません。公園内から外に出ることすらできないメーター数なん

です。そして、震度５以上やと必ず液状化するという結果が出ているわけです。平

常時においてすら、構内から出られない距離なんですよ。それをまだ検討せずに、

避難道、この先を造っても一緒じゃないですか、逃げられへんねんから。  

 検討していない、先々造る、そして、一番最初に検討すべき地質調査と、そして

進入路である南口が恒久橋、ずーっと使える橋なのか、仮設の橋なのかということ

の検討すらされず、今頃になってまた１ ,０００万以上もかけてこの道路が冠水す

るかどうかの調査をして、５分でどこまで逃げられるかの基本的なこともせずに、

次々お金をかけて次々物をつくって、想定外でしたはないので、そこのところを基

本的にもう一度考え直していただきたいと思います。  

○下村副市長   ３月にもお答えさせていただきましたが、避難路整備については

きちっと検証していきたいということで、今回、避難路整備をするに当たり、この

調査が必要になったということで、今回、予算計上させていただいたものでござい

ます。  

○中村委員   ５分でどこまで逃げられるかを、まずやってからにしていただきた

いと思います。逃げられないところに、避難道なんか造っても無駄です。それか、

入り口に後期高齢者立入禁止とでも書かれるんでしょうか。  

○下村副市長   職員による歩いてでの避難時間というのは調査済みですが、中村

委員がおっしゃっておる高齢者の方のテストというのはまだ実施していないと。１

分で５０メートルという話なんですが、その辺についてもまた検討をさせていただ
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きたいと思います。  

○中村委員   ぜひ学術的な結果が出ていますので、ネットで調べて、そして、早

急に検討されて返事いただきたいと思います。  

○南委員長   今回の予算の計上の仕方というのは、今副市長が言われたように、

スポーツ施設の避難路というのは動線が一番大事だということで、そのためにはや

はり水量計算と橋を、逃げ橋というんですか、道路を架けるのに、それは理解はで

きるんですけれども、やはりもう少し早く予算計上をする前に、１回、２回、委員

会等でそういった議論があって計上したほうが、一番現地調査も踏まえて望ましか

ったのかなというような委員長としての思いがいたしますけれども、やはり避難路

を策定する意味での自然災害の調査というのは最も重要でございますので、今後と

も丁寧な予算計上のやり方というんですか、やはり議員各位の皆さんに御理解を賜

れるような予算計上の在り方を、ぜひともこれからは相談をしながら、議長等とも

相談しながら進めていただきたいなと、今回の審査をして。中村委員さんの言われ

るのも、僕ごもっともだと思うんですね、一方では。そういった意味で、お互いが

納得できる安心安全のまちづくりのためにも予算計上して進めるべきだと思います

ので、ぜひとも十分に注意を図っていただいて行っていただきたいと思います。  

○中村委員   今、一応書かれている南門のこの入り口を計画されているんですけ

れども、ここについての恒久橋を架ける予定はあるんですか、ないんですか。  

○塩津建設課長   それも含めた検討ということで、避難するために必要なものを

今回の概略検討で何パターンか考えて検討する予定でございます。  

○中村委員   避難じゃないんですよ、入り口はウエルカムゲートで入り口です。

避難道と入り口と一緒にしていただきたくないです。  

 施設に入るためには、入り口が要るんですよ。そして、その入り口は安全でなけ

ればなりません。仮設の橋に子供たちや高齢者を通して、それです、えっというふ

うに最初に判断された理由は何かお聞かせいただけますか。  

○下村副市長   この南門の橋につきましては、もう何十年も前から設置されてお

って、現在も大型車両も運行しておるということで、仮設というのかどうかはちょ

っと中電さんに確認してみやんと僕も分かりませんけど、十分対応できる橋梁と思

っております。  

○中村委員   それが、執行部としての責任のある回答ですか。仮設は仮設なんで

すよ。そして、あれが何十年も使われているのは、毎年毎年点検して莫大な費用を

中部電力が支払われているから使われているだけであって、仮設は仮設なんですよ、
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全く物が違うんです。それを何十年も使われていたから大丈夫やと思っているのは、

それはもう執行部としての返事にはなってないんですけれども、どうですか。  

○南委員長   私も仮橋という認識でおります、ずーっと。仮設の仮橋です。その

認識でおります。  

○中村委員   皆さんがあれは仮設の橋やって理解しながら、それについてまず基

本的な調査をして、そこからウエルカムゲートで入り口になる物すごい大事なとこ

ろなんですよ。これ、もしこの場所じゃなくて、小学校を建てるんやったら、もう

はなからあかんって言うでしょう、あんなものあかんって。それを、今回みたいに

何も知りませんでした、いやいや２０年、３０年使っているから大丈夫でしょうっ

て、それはもう言い訳にも何にもならへんのですよ。それで、今頃になって防災の

ために調べる、違うでしょうって。予算のつけ方が全く逆です。今頃、補正でこん

なものつけるべきではありません。ですから、予算には認められません。以上です。  

○南委員長   建設課長、ちょっと基本的なことをここでちょっと聞きたいんやけ

れども、今回は避難道という避難橋も僕は十分理解できるんですけれども、恐らく

これがもう一番の出入口にという考え方ではないんですか、になるとか。  

○塩津建設課長   おっしゃるとおりで、前回のほうの委員会で将来入り口として

示させていただいた案もございますが、それとはほかのパターンで幾つかを検討す

るということで、また、進入方法が決まりましたら、その橋に対して耐震確認、例

えば新しい橋が必要であれば橋の詳細設計という形で検討に入っていく予定ですの

で、今現在、この調査を行うことでその辺が固まってくるかなというふうに考えて

おります。  

○下村副市長   先ほど建設課長も言いましたように、将来入り口ということで、

ここが道路２車線の橋梁を設ければ、当然、来園される方もこの道を使っていただ

くということですし、４２号線へ逃げる際の避難路にもなり得るということで、こ

こへ橋梁を架けられないのかということで進めてきた結果、この調査が必要になっ

てきたということでございます。  

○中村委員   どうしてそういう後出しじゃんけんの言い訳ばっかりするんですか。

それやったら、一番最初の基本設計にそれを出してきて、そして、ここに入り口を

造りますという設計図書を出して、そして、そのときに基本設計の中に入れ込まな

あかんのです。そのときは、ずーっと南口の南門のこの仮設と入り口や入り口やっ

て図示して書いて、そして、今頃になって避難道のためのこれを最終にはこれを入

り口にします。入り口にするんですよね、違うんですか。  
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○仲委員   この最後の図面を、前回にも出ていると思うんですけど、この橋は仮

設の橋ではないですね。新しく出入口としてここに設ければ防災道路に直結すると

いうことで、図面上で表しておるんですね。仮設は違う、もっと上ですよ。それで、

仮設を使うという話じゃないでしょう。新しい橋を造るために流域調査も必要だし、

その河川の幅も勘案した中でどういう橋が造れるかというための、あと、それが、

その橋を使って避難路をどういうコースにするか、そういう調査なんでしょう。そ

こをはっきりしてください。  

○下村副市長   前回示したように、ここがメインゲートとなるということで、橋

梁の幅員をどうすべきなのか、右折路まで造るのかどうかということも含めて検討

する中で、この調査が必要になったということでございます。  

○南委員長   ちょっとその前に、今仲委員が言われたのがもう全くそのとおりで、

僕はその認識でおったんですけど、この事業目的の書き方が悪いよ、これが、そも

そもな。やもんで、そういう議論になってくると思うんやけれども。  

 これやったらもう避難道路整備のためだけやもんで、僕は出入口という感覚でお

るしさ、中村委員さんにそのように指摘をされて当然やと思うんやけど。それだけ

はちょっともっと慎重を期してほしかったなと思うんですが。  

○中村委員   一番基本的なことを問題にしているんですよ。ここを入り口にする

んやったら、一番最初の基本計画のときにそこを入り口にするべきで、そのときに

この図面を書いてきて、それ以前の予算でここの今されることを全部せなあかんの

です。それを今頃補正予算で出してきて、１億以上をかけた基本設計にこれを入れ

ずに、また今頃１ ,０００万もかけてこれを後出しじゃんけんにするという行為が

おかしいんです。ですから、人の生命、財産を守るという執行部の仕事がなってな

いでしょうって私は言っているんですよ。  

 ですから、一番最初のこれグランドデザインというんですけれども、大きなこと

を考えるときに、まず周りの安全から考えて、その場所が本当に安全なのか、今さ

っき副市長が、職員を歩かせた、職員はみんな若くて健全ですよ。でも、公共の公

園をつくるときに、赤ちゃん連れのお母さんから高齢者まで呼び込みたいわけでし

ょう。そのときに少し調べたら、ちゃんと学術経験の人たちが多量の調査をした結

果、後期高齢者は平たん地で５０メーターしか歩かれへん、そして、坂道になった

ら４３メーター、平均やと出ているんですよ。それにもかかわらず、液状化の検討

もされていない、入り口の橋についても後出しじゃんけん。市長言われましたよね、

市民の生命、財産は当たり前、俺が守るって、どこをどう守ってはるんですか、ほ
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んまに。  

 だから、この予算の前に、液状化で３５０メーターどうして逃げられるのかを、

まずちゃんと検証して出してきてください。この前言うたときも、検討するって言

っただけでいまだに検討されず、これ、ずーっと検討されもせず、対策も考えられ

へんまま工事に入っていかれるつもりなんですか。  

○塩津建設課長   液状化に関しましては、さっきの委員会で報告させていただき

ました。何も対策を行わない場合に液状化し、地盤等の段差ができたら避難のほう

には影響が出ると思われますが、液状化対策もこれから行う形で検討してまいりま

す。液状化対策を行った上での避難検討が必要になってくるかなというふうに考え

ておりますので、液状化対策については、今現在、詳細設計中でございますので、

対策のほうが明らかになりましたら、また報告をさせていただきたいと考えており

ます。  

○中村委員   きっと非常に高くつくと思うんですけれども、早急にその概略の予

算を出していただきたいと思います。  

○塩津建設課長   ただいま野球場のほうの設計に入っておりますので、また、液

状化に関して金額等、詳細が判明しましたら報告のほうはさせていただきたいと考

えております。  

○中村委員   それはいつ出ますか。  

○塩津建設課長   現時点でいつとは申し上げることはできないと考えております。  

○中村委員   委員長のほうから、期限を決めて提出するように指示していただき

たいと思います。  

○南委員長   また、議長共々相談をしながら、執行部としかるべき対応をさせて

いただきますので、御理解のほうよろしくお願いいたします。  

 １点いいですか、ちょっと。都市計画審議会のことでちょっと遡るんですけれど

も、審議会として、ここ、都市計画公園として賛成多数で認めた事実があります。

その中の条件として築山ですか、液状化の問題もあるのでよろしくないですよって、

審議会の中でも答申の中で避難場所としては駄目ですよということであって、それ

と、できたら逃げ遅れる人のために津波避難タワーも云々というのもあったと思う

んですよね、都市計画審議会の答申の中で。  

 そういった意味では、僕、個人的なんですけれども、都市計画審議会も入ってい

たということなんですけれども、何か単発的に出入口を造るんやということで、全

体の流れがまだ見えてないんですな。ただ、このレイアウトだけは見えておる、キ
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ッズパークのほうもちょっとどうなんかなという感じがあるんですけれども、もう

もっとバランスよく全体的の中でこうするんですよという説得性のあるようなあれ

がいただきたいなというのが現実なんですけれども、何かちょっとはまりにくい部

分があります、正直な話ね。もう避難路じゃなしに、出入口としてここを明確にす

るんやというようなあらかじめのことやとか、特に市長のほうから。  

○加藤市長   この場合の土地計画の中で野球場を中心とした施設ということに提

案していて、委員長おっしゃったように、築山を避難場所として考えている分につ

いてはちょっとこれはいかがかなという。要するに、避難場所として考えている築

山は我々はやめますと。そういう場合に、ここで地震が起きた場合に津波のおそれ

が非常に高いと。そのためには、ここにいる方々がどうやって避難路をきちんと造

ることによって上のほうに逃げられるか。この辺のところが、いろいろ委員の皆さ

んからいろんな御意見を頂戴したりしておりまして、今だからこの避難路、正面の

ところから南門云々、もう一つ必要じゃないかなというような、一番うまく逃げら

れる方法をどうなのかというようなことで、その議論がずっとされて、それは執行

部としてもこれは早急にやっぱり考えていかなきゃならないということで、今回は

委員おっしゃるように突拍子もないというようなあれなんですよね、ちょうどどう

してもやっぱりその辺のところ全体的な構造を考えるためには、この調査がまず第

一に必要であろうという私は認識して、議会のほうにかけようとというような話な

んですね。  

 ですから、やはり何度も何度もおっしゃっていますように、私も、この場所で地

震が起きてあれした場合には、１人も残さずしてきちんと逃げられるような体制を、

要するにそういう施設、避難路、こういったものを造らなきゃならないという気持

ちはずっと持っています。そのためにどうしていくのかということで、今回、一番

肝腎な入り口の部分の、要するに、この敷地内から出られるということを前提にし

ながら、そのための根幹であるここの調査をさせていただきたいという思いで、今

回あれしたんですよ。  

 おっしゃるように順番がどうのこうのって、これ、おっしゃること分かるんです

よ、僕も。けれども、今回は要するに、その全体のこの構想を具現化していくため

に、どうしてもやっぱりここのところをきちんと調査して、きちんとした避難路の

入り口というものをきちんとお示ししないと御納得もいただけないだろうと思って、

今回こういう形で調査の業務委託料を計上させていただいて、お諮りしているとい

う状況でございます。  
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○南委員長   それは、市長の現地をやっぱり調査するというのは十分私も理解は

できます。ただ、避難橋みたいな感じが先行していくみたいな感じにあれやもんで、

十分現地調査を踏まえて、安心安全な場所を築くためにもまず調査するというのは、

これ、十分理解できます。  

○加藤市長   前提として、避難路をどういうふうな形で安全に逃げていただくた

めにつくり上げていくかということが、まず前提なんです。そのための調査をさせ

ていただきたいという話なんですよね。  

○南委員長   それは理解できます。十分。  

○中村委員   ですから、どうして高齢者が３５０メーターを５分で出ていけるの

かというところの、もっと抜本的な一番大事な問題を解決してください。  

○加藤市長   そういう学術的なデータも出ていると、７５歳以上の高齢者につい

ては１分間に５０メートルぐらいしか歩けないよと。５分間だったら２５０メート

ルじゃないかと、外へも出られないんじゃないかという御指摘、非常に分かるんだ

よ、それが学術的だって。しかし、その学術的な数値を、どうやって我々は今後や

っぱりそういう方たちでも１人残さずして安全な場所にという。そこにやっぱり僕

は共助というのが働くと思っているんですよね、今一番大事な。そういうことも含

めて、そういう対策という一つのこれも大きな課題だと思っております。だから、

その課題をどういう形でやっていくのか、それも必要だと思います。  

 基本的には、だから、要するに津波は何分で来るのか、７分なのか１０分なのか、

その中に今ここにいたときからどういうふうな形で逃げられるのかということを検

証しながら、そして、特におっしゃっている高齢者の方々がそこで楽しんでいたと

きにどうやって逃げていただくのか、一緒になって逃げていただくのかと。  

 正直申しまして、今ちょうどあの話と全く同じなんです、今思い出したんですけ

どね。伊吹さんの「灯りの島」ね。ちょうど南海・東南海地震が来たときに若い人

はどんどんどんどん、お年寄りのおばあちゃん、お母さんが、わしはもう逃げられ

へんからもうここでええと言う、それを今、強引に高台に上がっていこうというよ

うな、そういう若い人たちがそういう方々を一緒になって避難場所のほうにきちん

と誘導しながら一緒になってやっていくという、そのシーンを今浮かべたんですよ

ね。そういう場面というのが出てくるんじゃないかなという、絶対出てくると思い

ます。皆さんがやっぱり一緒になって避難しましょうと、そういう御高齢の方をど

うやって助けながら一緒に逃げていくか、こういうことも含めていろんなシミュレ

ーションをしながら、その対策というのは考えていかなきゃならないなと思ってお
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ります。  

○中村委員   その他力本願的な考え方でこの前シミュレーションしたときに、老

人を助けるために周りの人たちが５分間で高台まで逃げられなかったという研究報

告も出ているんですよ。  

 ですから、今から１６億、そして、この耐震化のためにまた莫大なお金をかけて

この橋を造って、そしてその後、はい、逃げられませんでしたでは話になりません

よということを、もう一回本当に真剣に考えていただきたいんですよ。若い人が誰

か連れて逃げてくれるじゃないんですよ。  

○加藤市長   私は当初申し上げたのは、この事業をやるためには、ここへお越し

になる、楽しみながらそこでこの場所で楽しんでいらっしゃる方が、もし地震が起

きた場合に津波が襲ってくるというような状況の中で、それについてはまずやっぱ

り全員が逃げるような、逃げられるようなそういう形で進めていくということにつ

いては変わりありませんから、その辺のところは十分こちらのほうも頭の中に入れ

ながら、十分やっぱりそういうことについて本当に実際問題、もう要するに死亡者

ゼロ、これを目指しながらここのところでどうやって逃げ場所をつくるのか、逃げ

道をつくるのか、こういったことも含めながら。そして、先ほどおっしゃったよう

な高齢者の方への対応をどうしていくのか、きちんとした形でやっていかないと。

当初あれしておったときには、この場所をつくるということについて、どうしても

やはり全員が無事逃げられるような形で一応施設は造っていくということを言って

おりますので、その辺のところは十分認識しながら進めていきたいと思っておりま

す。  

○南委員長   他にございませんか。よろしいですか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   ないようですので、教育委員会所管の審査を終了いたしたいと思い

ます。  

 それでは、執行部の退席をお願いいたします。  

 １０分間休憩します。  

（休憩  午後  ２時１５分）  

 

（再開  午後  ２時３１分）  

○南委員長   それでは、休憩前に引き続き委員会を続行いたします。  

 それでは、当行政常任委員会に付託されております議案第３４号と議案第３６号
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の採決を行いたいと思います。  

 まず、初めに、議案第３４号、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第３号）の

議決について、可決すべきとする委員の挙手を求めます。  

（挙  手  多  数）  

○南委員長   挙手多数。  

 挙手多数で可決すべきものと決定をいたしました。  

 次に、議案第３６号、尾鷲市道路線の変更について、可決すべきとする委員の挙

手を求めます。  

（挙  手  全  員）  

○南委員長   挙手全員。  

 挙手全員で可決すべきものと決しました。  

 以上で採決を終わります。  

 ただ、委員長報告の中で、今日出ました中村山都市公園のトイレについてと、そ

れから、今先ほど議論がありました避難道の委託費用については、今あった委員会

のお話の中で、できる限り委員長報告の中で率直に入れさせてもらいますので、よ

ろしくお願いをいたします。  

 よろしいでしょうか、任せてもろうても、委員長報告は。  

（「委員長一任」と呼ぶ者あり）  

○南委員長   そのようにさせていただきます。  

 それと……。ちょっとまだ、西川さん、まだ委員会終わってないよ、まだ。  

 管内視察のことなんですけれども、前の濵中副委員長のときからの懸案でござい

ました尾鷲市清掃工場と、それと学校給食、それとテニスコートのほうの管内視察

を考えておりますので、よろしくお願いいたします。できたら今月中ぐらいで行い

たいと思います。また連絡はさせていただきます。  

 これで委員会を閉じます。  

○内山委員   明日は。  

○南委員長   明日は休会です。終わります。  

○小川委員   ごみは中へ入るの。  

○南委員長   入りません。  

○小川委員   入らんの。  

○南委員長   中から見えますで。ダイオキシンがあるで、今。  

 終わります。ありがとう。  
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（午後  ２時３４分  閉会）  

 


